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【 要 旨 】 

 
 
Ⅰ．財政危機を契機に国と都道府県、市町村の役割分担見直し、市町村の統廃合が不可避

の状況にある。これに関して、地方分権改革推進会議が「ナショナル・ミニマムの達成か

らローカル・オプティマムの実現へ」という方向を示した。経済財政諮問会議も、「負担に

値する質の高い小さな政府実現のための歳出改革」を強調した上で、「国庫補助負担金、交

付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で進める」という方針を明らかにして

いる。 
 
Ⅱ．国が地方自治体の信用を担保していることもあり、わが国には地方自治体の破産に関

する法制度上の定めがない。替わりに国による強制的な救済策として準用再建方式という

仕組みが設けられている。しかし、準用再建団体転落の抜け道があるため、実質財政破綻

した地方自治体の抜本改革が先送りされる結果になっている。 
 
Ⅲ．岐阜県や青森県が自己評価した結果によれば、住民に対して行政サービスを最も効率

的に提供するという観点から見直すと、国や市町村、民間に移管することで都道府県が担

うべき行政サービスを約半分に縮小できる。さらに、警察業務を都道府県から完全に切り

離し、公立大学、公立病院を非公務員型独立行政法人または民営化するという発想に立て

ば、都道府県が提供する行政サービスは約 4分の１に縮小可能と思われる。 
 
Ⅳ．非公務員型独立行政法人化に向けての最大のバリアーは、給与と退職金といった金銭

面の処遇が民間勤労者より公務員の方が良く、公務員側にインセンティブがないことであ

る。ちなみに、国家公務員に準拠している地方公務員の退職金は、民間勤労者退職金より

約２０％高い。国・地方公務員の老後生活資金積立不足の現在価値は１４３兆円であり、

それ自体が財政圧迫要因である。 
 
Ⅴ．従って、行政サービスのディスインターミディエーション（都道府県の卸機能の縮小）、

非公務員型独立行政法人化といった行財政改革の潮流を加速するためには、「公務員の処遇

は民間勤労者の平均的水準に合わせる」という基本原則に立ち返り、公務員退職金の２０％

引き下げ、地方公務員共済年金・国家公務員共済年金と厚生年金の統合といった措置をセ

ットで実施する必要がある。 
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１．はじめに 
  
“地方自立”が構造改革を通じた日本経済再生の必須要件の１つであることは論をまた

ない。地方分権改革推進会議は、２００２年６月に公表した「事務・事業の在り方に関す

る中間報告―自主・自立の地域社会を目指してー」の中でこれを「ナショナル・ミニマム

の達成からローカル・オプティマムの実現へ」と表現している。すなわち、日本経済がデ

フレから脱却し再び活力を取り戻すためには、国と地方の役割分担の適正化を図り、地方

の創意工夫の発揮と知恵とアイディアの地域間競争を興すことを通じて、地方自らが地域

経済再生・新規雇用創出に取り組まねばならない。それは、「受益と負担の関係を明確化す

ることによって地域で住民が負担との関係で歳出水準に合理的な判断を行い資源の適正配

分が図られる社会システム」を構築することを意味する。 
 小泉政権は、この地方分権改革推進会議中間報告の直後に閣議決定した「経済財政運営

と構造改革に関する基本方針」において、「全ての人が負担し合う公正な社会の構築」と「負

担に値する質の高い小さな政府実現のための歳出改革」を強調した上で、国と地方の関係

について次のように説いている。 
 
● 地方行財政改革については、これを強力かつ一体的に推進する必要がある。先ず、国の

関与を縮小し、地方の権限と責任を大幅に拡大する。地方分権改革推進会議の調査審議

も踏まえつつ、福祉、教育、社会資本などを含めた国庫補助負担事業の廃止・縮減につ

いて、内閣総理大臣の主導の下、各大臣が責任を持って検討し、年内を目途に結論を出

す。 
● これを踏まえ、国庫補助負担金、交付税、税源委譲を含む税源配分のあり方を三位一体

で検討し、それらを望ましい姿とそこに至る具体的な改革工程を含む改革案を、今後一

年以内を目途にとりまとめる。この改革案においては、国庫補助負担金について、「改

革と展望」の期間中に、数兆円規模の削減を目指す。同時に地方交付税の改革を行う。

９割以上の自治体が交付団体となっている現状を大胆に是正していく必要がある。この

ため、この改革の中で、交付税の財源保障機能全般について見直し、「改革と展望」の

期間中に縮小していく。他方、地方公共団体間の財政力格差を是正することはなお必要

であり、それをどの程度、また、どのように行うかについて議論を進め、上記の改革案

に盛り込む。これらの改革とともに、廃止する国庫補助負担金の対象事業の中で引き続

き地方が主体となって実施する必要のあるものについては、移譲の所要額を精査の上、

地方の自主財源として移譲する。現在、地方において約１４兆円の財源不足が生じてい

る。歳出削減や地方税の充実など様々な努力により、できるだけ早期にこれを解消し、

その後は、交付税による財源保障への依存体質から脱却し、真の地方財政の自立を目指

す。 
● 改革の受け皿となる自治体の行財政基盤の強化が不可欠であり、市町村合併へのさらに
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積極的な取り組みを促進する。また、今後の地方行政体制のあり方について、地方分権

や市町村合併の進展に応じた都道府県や市町村のあり方、団体規模等に応じた事務や責

任の配分（例えば、人口３０万以上の自治体には一層の仕事と責任を付与、小規模町村

の場合は仕事と責任を小さくし都道府県などが肩代わり等）など、地方制度調査会にお

ける調査審議を踏まえ、幅広く検討する。また、今後は国の関与に代わり、住民自ら地

方行財政を監視できるよう、バランスシート等の作成や情報公開、電子自治体の実現な

ど、地方行財政の透明性向上と説明責任の徹底が必要である。 
 
このような地方自立の社会システムを構築するためには、自治体組織自体をスリム化す

ると同時に、その傘下にある様々な事業体を国の機関と同様に独立行政法人化し経営の透

明性向上と説明責任の徹底を図ることが不可欠である。この観点から「地方独立法人制度

の導入に関する研究会」が２００２年８月に公表した報告書が注目される。同報告書は、

地方独立行政法人の制度設計の具体的イメージとして図表①を示した上で、「公立大学、公

立病院その他の地方公共団体が運営する企業、公設試験研究機関等」が地方独立行政法人

化の対象の有力候補であると提案している。 
 
図表① 地方独立行政法人化の具体的制度設計の大略 
１．設立 法律に基づき地方公共団体の長及び議会による意思決定を想定 
２．役員の任免 ①地方独立行政法人の長及び監事は地方公共団体の長が任命 

②その他の役職員は地方独立行政法人の長が任命 
３．中期目標等 ①中期目標は地方公共団体の長が設定 

②中期計画は地方独立法人の長が作成し、地方公共団体の長が認可 
③年度計画は地方独立行政法人の長が作成し、地方公共団体の長に届出 

４．業績評価 第三者機関として地方独立行政法人評価委員会（仮称）を設置し、厳格
な業績評価を実施 

５．財務会計 企業会計原則が基本 →透明性の向上、発生主義に基づく正しいコスト 
意識、弾力的・効率的な業務運営 

６．財務諸表 貸借対照表・損益計算書等の財務諸表は、毎事業年度終了後に地方公共
団体の長に提出・承認 

７．財産処分等 重要な財産処分等を行うに当たっては、あらかじめ地方公共団体の長が
認可 

８．借入等 ①短期借入金は中期計画で定められた限度額の範囲でのみ可 
②長期借入金等は原則禁止。事務・事業の性格に応じて、法律上、長期 
 借入金等を行うための根拠規定を整備 

９．その他 情報公開、報告徴収・違法行為等の是正など 
（出所）総務省「地方独立行政法人制度の導入に関する研究会報告書」2002年 8月 

 2



 このように行政サービスの経営健全化の手段として、独立行政法人化は国のみならず自

治体においても有効と考えられ導入が検討されている。ただし、独立行政法人制度は事業

体に対して従来よりも組織改革、人事等で裁量権を与えるものではあるが、独立採算まで

は要求する仕組みではないことに注意する必要がある。つまり、独立行政法人化は民営化

に比べると行政サービスの経営責任追求の厳しさがかなり弱いと言える。しかし、２００

４年度から独立行政法人化が決まっている国立大学やその付属病院の関係者の緊張振りを

見ると、“赤字になっても誰も責任を取る必要はないし税金で穴埋めしてもらえる時代”か

ら“評価が低ければ財源確保が保障されない時代”に変わることは、予想以上のインパク

トを現場に与えている模様である。 
 さらに、提供している行政サービスの総点検を行い国、市町村、民間に移管可能なもの

がどのくらいの割合であるかを自ら公表する都道府県が現れたことが注目される。国と市

町村の間にあって都道府県が“卸機能”を担う現在の都道府県制度が確立したのは、明治

維新の時である。その後１００年以上の間、地方自治の発展と地域住民の生活向上に都道

府県がそれなりの役割を果たしたことは評価できる。しかし、ＩＴ時代の到来により各産

業で起きているディスインターミディエーション（今まで取引に関わっていた中間業者を

排除すること）から行政サービスも免れることはできない。 
 一方、財政危機を契機に国と都道府県、市町村の役割分担の見直し、市町村の統廃合が

不可避の状況にある。大阪府のように既に実質的に破産している自治体の処理については、

現行制度の枠を超えた発想が求められる。そこで、本稿では、行政サービスの卸機能を担

ってきた都道府県の存在意義を検証、仮に自治体が破産した場合に、地域住民の被害を最

小限に食い止め、従来の行政サービスをより効率的に供給・消費する仕組みを考察するこ

ととしたい。 
 
２．都道府県破産消滅で地域住民は何が困るのか 
 
(1)危機的状況にある地方財政 

 政府は、地方財政白書で次のようなデータを示し、地方財政の危機を訴えている。 
 ①地方財政の２００２年度財源不足額は約１４兆円 
  （内訳）通常収支の不足         １０兆６，６５０億円 
      恒久的な減税の実施に伴う減収額  ３兆４，５１０億円 
 ②２００２年度末の地方自治体の借入金残高１９５兆円（対ＧＤＰ比 39.2％） 
  （内訳）地方債残高      １３６兆円 
      交付税特会借入金残高  ３０兆円 
      公営企業債残高     ２９兆円 
 ③財政構造の弾力性を判断する各指標がいずれも悪化している。 
  図表②のとおり、都道府県の方が市町村より相対的に財政硬直化が著しい。 
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   図表② 地方自治体の財政指標                     （単位 ％） 
  1991年度  2000年度 

都道府県 71.6 89.3 
市町村 71.0 83.6 

 
経常収支比率 

自治体全体 71.3 

 
⇒ 

86.4 
経常収支比率＝人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経

常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度

経常的に収入される一般財源（経常的一般財源）の総額に占める割合。 
この値が低いほど他の臨時的支出に備えることができるという意味で弾力的と判

断される。 
都道府県 0.5 0.0 
市町村 3.5 3.4 

 
実質収支比率 

自治体全体 1.9 

 
⇒ 

1.8 
実質収支比率＝実質収支の標準財政規模に対する割合。経験的に３～５％程度の黒

字であれば財政運営は適正であると診断される。 
実質収支＝当該年度に属すべき収入と支出の実質的な差額をみるため、形式収支か

ら翌年度に繰り越すべきものを控除して算出。 
標準財政規模＝地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一

般財源規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額。 
都道府県 10.0 17.7 
市町村 11.3 16.3 

 
公債費負担比率 

自治体全体 10.8 

 
⇒ 

17.6 
公債費負担比率＝地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断す

る指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。 
公債費負担比率が１５％を超えると財政運営上支障をきたすという意味で「警戒ラ

イン」と呼ばれており、２０％を超えると起債が制限される。 
都道府県 8.5 11.8 
市町村 9.6 10.9 

 
起債制限比率 

自治体全体 9.0 

 
⇒ 

11.3 
起債制限比率＝地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する

指標の一つで、地方債元利償還金（地方交付税が措置されたものを除く）に充当さ

れた一般財源の標準財政規模に対する割合で過去３年間の平均値。２０％以上３

０％未満で一般単独事業債、３０％以上で一般事業債の起債が制限される。 
  （出所）総務省「（平成 14年版）地方財政白書」、兼村・星野著「自治体財政はや 

わかり」（イマジン出版）より作成 
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(2)準用再建方式の欠陥 

 わが国では地方交付税制度、地方債発行許可制度を通じ国が自治体の信用を担保してい

る。このため、自治体の破産は想定されておらず、自治体の破産に関する法制度上の定め

がない。替わりに財政再建団体制度が設けられている。この財政再建団体制度の根拠法と

なっているのが、１９５５年に制定された「地方財政再建促進特別措置法」である。図表

②に記した実質収支の赤字比率が都道府県で５％、市町村で２０％を超えた場合に財政再

建団体となる。財政再建団体になった地方自治体は、「自主再建方式」と「準用再建方式」

の２つのうちいずれかを選択しなければならない仕組みになっている。 
 第１の自主再建方式は、自治体自らが再建計画を立案し実施するものである。自主再建

方式を選択すると退職職員に支給すべき退職手当の財源に充てる財政再建債（地方財政再

建促進特別措置法第１２条）を除き地方債の起債制限を受けるため、地域改善対策特定事

業や災害復旧事業などを例外として、ほとんどの事業が事実上できなくなる。起債制限を

受ける以外に国から制約はないものの、法令上の優遇措置、国からの財政措置等が一切な

いため、公共事業のみならず行政サービス提供が著しく制約される結果となる。 
 
＊地方財政再建促進特別措置法第１２条（財政再建債） 
財政再建団体は、昭和２９年度における歳入の不足に充てるため及び第３条第１項の規定による

財政再建計画の承認があった日から財政再建計画による財政の再建が完了する年度の前年度の

末日までの間に、財政再建計画に基く職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により退職した職

員又は市町村立学校職員（以下本文中「退職職員」という。）に支給すべき退職手当の財源に充

てるため、地方財政法第５条第１項ただし書の規定にかかわらず、地方債を起すことができる。 
＊地方財政再建促進特別措置法第２２条（財政再建債を起さないで行う財政の再建） 
第１項 昭和２９年度の赤字団体が第１２条の規定による財政再建債を起さないで財政の再建

を行うこととした場合においては、第１２条から第１５条まで、第１７条及び前２条の規定は、

当該昭和２９年度の赤字団体については、適用しない。 
第２項 昭和３０年度以降の年度において、歳入が歳出に不足するため翌年度の歳入を繰り上げ

てこれに充て、又は実質上歳入が歳出に不足するため当該年度に支払うべき債務の支払を翌年度

に繰り延べ、若しくは当該年度に執行すべき事業を翌年度に繰り越す措置を行った地方公共団体

で既に財政再建団体となっているもの以外のもの（以下「歳入欠陥を生じた団体」という。）は、

当分の間、第２条第１項の規定により財政の再建を申し出ることができる。この場合において、

同項中「自治庁長官」とあるのは、「総務大臣」として、同項の規定の例による。 
 
 第２の準用再建方式は、財政再建債を起さないで行う財政の再建（地方財政再建促進特

別措置法第２２条第２項）であり、地方議会の議決と総務大臣の承認を受けた財政再建計

画に基づいて予算編成を実施し、財政立て直しを行う方法である。準用再建方式を選択し

た自治体は、国の許可なく公共事業などを実施することができなくなり、職員の削減や給
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与カット、不採算事業の廃止といったリストラに取り組み歳出抑制に努めなければならな

い。しかし、その一方で、総務大臣が承認した計画の範囲内において地方債の制限を解除

された上で、計画的な事業の実施が可能となる。また、一時借入金利子につき特別交付税

が交付される。従って、自主再建方式に比べて事業展開に対する実質的制約が少なく行政

サービス提供の観点からソフトランディング型と言える。地方財政再建促進特別措置法第

１２条に基づき自主再建方式を採用した財政再建団体は、１９７０年で全て財政再建を完

了しており現在では存在していない。そのため、現在、財政再建団体という場合は、同法

第２２条第２項の適用をうける準用再建団体のことを指している。  
 このように財政再建団体転落とは準用再建団体になることだが、その地方自治体が発行

していた地方債が不良債権になるわけではないので、準用再建団体に転落することは必ず

しも財政破綻を意味するわけではない。しかし、準用再建団体になると行政サービスの質

と量が大幅に低下し自らの存在意義を問われることになるため、多くの地方自治体が違法

ではないものの粉飾に近い手法を用いてその回避に全力をあげている。具体的には、特別

会計や基金から借り入れる、外郭団体から貸付金を回収するといった方法である。 
 
(3)減債基金借入れで準用再建団体転落を回避する大阪府 

 
図表③ 大阪府の財政の長期見通し                    （単位 億円） 
 2002 2003 2004 2011 2002～2011 

の累計 
単年度の財源不足額 ▲5,450 ▲5,400 ▲5,450 ▲4,800 ▲52,950  
交付税等財源対策 3,800 3,900 4,000 4,350 41,400 

Ａ：差引財源不足額 ▲1,650 ▲1,500 ▲1,450 ▲  450 ▲11,550 
事業の重点化      65      85      90 165    1,220 
人件費削減     105     130 180 335    2,370 
出資法人の見直し      10      15      20      30      240 

 

歳入の確保     150     125 170 185    1,620 
Ｂ：府の取組効果     330     355 460 715    5,450 
Ｃ：「負の遺産」整理コスト ▲  190 ▲  195 ▲  120 ▲  160 ▲ 1,485 
Ｄ：新たな政策課題の予算 ▲   20 ▲   25 ▲   30 ▲   65 ▲   425 
Ｅ：差引単年度収支 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 

▲1,530 ▲1,365 ▲1,140      40 ▲ 8,010 

Ｆ：減債基金借入れ 1,530 1,365 1,140 ▲   40    8,010 
単年度実質収支 Ｅ＋Ｆ 0 0 0 

 

0 0 
（出所）大阪府行財政計画（案）2001年 9月より作成 
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例えば、現在４７都道府県の中で財政状態が最悪と言われる大阪府の場合、準用再建団

体転落ラインである赤字比率５％を金額で表わすと約６４０億円である。一方、図表③の

とおり、大阪府が２００１年９月に公表した今後１０年間の行財政計画によれば、“全国一

スリムな組織づくり”と自己評価しているリストラ・歳入確保努力を実行できたとしても、

単年度実質収支の赤字額が当分の間１千億円を超える。従って、本来ならば大阪府は準用

再建団体となることを受け入れ、自らが作成した以上のリストラを実施しなければならな

い。 
しかし、大阪府は毎年の赤字額を減債基金会計からの借入れで相殺することにより準用

再建団体転落を回避する道を選択している。その財政見通しに従えば、２００２年度～２

０１１年度の１０年間における減債基金借入れは累計で８，０１０億円になる見込みであ

る。この減債基金は、大阪府が発行した府債の将来における償還のために蓄えておかねば

ならない財源である。しかも、大阪府の借金である府債残高は、同期間に４兆２，８００

億円（２００１年度末）から５兆１，２００億円（２０１１年度末）にまで膨らむ。従っ

て、行財政計画が完了する時点で大阪府が現在以上に府債償還財源に窮することは火を見

るより明らかである。これを暗示するように、大阪府は行財政計画の中で「準用再建団体

転落を回避する」ことを目標として掲げているが、「大阪府財政の再建が達成できる」とは

どこにも書いていない。 
つまり、地方財政再建促進特別措置法に基づく財政再建団体制度は、財政破綻に近い状

態にある地方自治体の国による強制的な救済策という機能は果たしているものの、準用再

建団体転落を回避する抜け道を許しているがゆえに、地方自治体の抜本改革を先送りする

結果となっているのである。従って、実質財政破綻した地方自治体の再建を現行制度に基

づくソフトランディング的手法で行うことと倒産した民間企業に適用されるようなハード

ランディング的手法で行うことのいずれが地域住民の最終利益につながるのかを検証して

見る必要がある。 
 
(4)都道府県が提供する行政サービスは約 4分の１に縮小可能 

 それを検証するにあたり、国と市町村の間にあって行政サービスの卸機能を果たしてき

た都道府県の存在意義を考えてみたい。図表④は、大阪府の行政コスト計算書から作成し

たものであり、２０００年度における行政コストの目的別割合を示している。提供してい

る行政サービス目的別に、それを大阪府自身で提供する必然性があるのか、それとも国、

市町村、民間に移管することが可能なのかを概観してみると次のことが指摘できる。 
＊ 大阪府の行政コスト総額２兆６４９億円のうち最大費目は３５．３％を占める教育費で

ある。このうち６割以上が小・中学校義務教育のための市町村に対する補助金であり、

残りは府立高校、府立大学、職業訓練機関等のための支出である。教育費の財源の大部

分は国からの交付金である。小・中学校義務教育を提供している直接の当事者は市町村

であるから、仮に大阪府が破綻消滅しても支障はない。また、高校、大学、職業訓練機
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関等は民営化が可能である。多少授業料が上がるかもしれないが、財政難にある大阪府

の下でも授業料値上げは避けられないので、地域住民にとって民営化が不利とは言えな

い。つまり、都道府県が破綻消滅しても教育サービス提供の代替策を講じることは可能

である。 
＊ 行政コストが２番目に大きい警察は、大阪府庁とは別組織で運営されているため、大阪

府が破綻消滅しても影響を受けない。 
＊ 道路建設・補修などの土木費は、市町村の枠を超えた企画立案、実行が必要であるため

都道府県の存在意義はある。 
＊ 生活保護などの民生費は、義務教育同様サービス提供の直接の当事者が市町村なので都

道府県の存在は絶対ではない。 
＊ 衛生費は府立病院や保健所の経費である。府立病院は後述する非公務員型独立行政法人

を目指すべきであり、保健所は市町村に移管することが可能と思われる。 
＊ １８９０億円と９．２％を占める諸支出金は、大阪府の外郭団体等に対する支出であり、

大幅に削減すべきである。 
 
図表④ 大阪府の行政コストの目的別割合 
 金額 

（億円） 
構成割合 
（％） 

うち人件費 
（億円） 

人件費割合 
（％） 

行政コスト総額   20,649   100    9,710    47.1 
教育費    7,283   35.3    6,232    85.6 
警察費    2,831   13.7    2,491    88.0 
土木費    2,534   12.3      164     6.5 
民生費    2,334   11.3      117     5.0 
衛生費      699    3.4      161    23.0 
諸支出金    1,890    9.2        0      0 
総務費    1,086    5.3      347    32.0 
議会費       38    0.2       27    71.0 
公債費    1,291    6.3        0      0 

 
 
 
目的別 
内 訳 

その他      663    3.2      171    25.8 
（出所）大阪府「平成１２年度バランスシート・行政コスト計算書の試算」より作成 
 
 このように大阪府の行政コストの中味を吟味して見ると、土木以外の行政サービスのほ

とんどは大阪府が提供しなければならないとする必然性がないということが分かる。その

結果、大阪府の仕事として残すべきと言えるのは、市町村の枠を超えた土木事業、既に発

行した地方債の元利払いである公債費、企画調整業務のコストである総務費の一部、外郭

団体のうち残す意義のあるものに対する諸支出金等の合計で、金額ベースで現在の約４分
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の１程度ではないかと思われる。 
 この点について都道府県自らが検討した興味深い結果が２つ公表されている。１つ目は

「国と地方の税制を考える会」（１２知事による政策研究会）が構想日本と共同作業を行い

２００２年３月に発表した「国と地方の業務の具体的仕分け」の試算結果である。試算の

モデル対象となったのは岐阜県であり、現在県が行っている仕事を６６２７項目に分類し

た上で、「本来どの機関が事業を行えば、住民のニーズに最も合うサービスを効率的に提供

できるのか？（とりあえず財源はあるものと仮定）」という視点から検証を行った。 
その結果は図表⑤のとおり、「県の仕事のうち２８％が市町村、８％が民間、５％が国に

シフトすべきであり、歳出金額ベースで県の仕事は５９％に縮小できる」というものであ

った。 
 
図表⑤ 岐阜県をモデルとした「国と地方の業務の具体的仕分け」試算結果 

県の業務の仕分け結果（％） 県に残る業務  
 
県 
市 
町 
村 

民 
間 

 
国 

 
金額 
（億円） 

歳出金額全体

に対する割合 
（％） 

歳出金額（億円） 8,760 59 28 8 5 5,130 59 
警察 440 99.7 0 0.1 0.2 439 5.0 
総務等 1,800 99.6 0 0 0.4 1,793      20.5 
健康 170 85.2 10.5 1.8 2.5 145 1.7 
環境 20 58.2 35.6 0.3 5.8      12 0.1 
土木・都市 2,470 54.4 27.0 2.5 16.1 1.344      15.3 
企画 220 47.0 38.1 7.9 7.0 103 1.2 
教育 2,000 43.9 54.8 0.3 1.0 878      10.0 
農林水産 190 34.9 33.1 25.6 6.4      66 0.8 
県民生活 140 34.6 2.7 62.6 0      48 0.6 
商工労働 650 24.8 1.3 72.9 1.0 161 1.8 

 

福祉 660 20.7 78.6 0.1 0.7 137 1.6 
（出所）構想日本WEBサイト掲載「国と地方の税制を考える会」第五回会議資料より作成 
 
都道府県自主検討事例の２つ目は、青森県庁若手職員がメンバーである「県の未来研究

会」が２００２年８月に発表した「県事業の仕分け結果」である。図表⑥のとおり、県の

事業の担い手を「あるべき論」で見直した場合、「県の仕事のうち２３％が市町村、７．７％

が民間、３％が国にシフトすることに加えて１３．８％の事業を廃止すべきであり、県の

仕事は５２．５％に縮小可能」である。図表⑤岐阜県の試算が金額ベースであるのに対し

図表⑥青森県の試算が事業数ベースという違いはあるものの、いずれのケースでも「都道
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府県が担うべき行政サービスを約半分に縮小すべき」という結論を都道府県自らが表明し

たことの意義は大きい。 
一方、大阪府を事例に“４分の１に縮小可能”とした筆者の考えとの違いは、岐阜県と

青森県の自主検討ではウエイトの大きい警察、教育のかなりの部分を県に残すべきとした

こと、県の仕事を約半分に縮小するとしたわりには総務の削減がなされていないことに起

因する。しかし前述のとおり、警察の人件費は都道府県が負担しているといっても組織的

には独立して運営されている、教育のうち県に残すべきとなされたのは県立高校、県立大

学、職業訓練機関の関連業務と思われるがこれらは民営化が可能である。従って、この点

を修正するのであれば、岐阜県と青森県が自主検討で採用した手法からも“約４分の１に

縮小可能”という結論が導き出されることになると言える。 
 
図表⑥ 県事業の仕分け結果 ～青森県、事業数ベース～ 

県の事業の担い手を「あるべき論」で見直した場合の割合（％）  
県 市町村 民間 国 事業廃止 

全体 52.5    23.0 7.7 3.0 13.8 
教育 81.2 5.7 1.0 1.1 11.1 
総務等 80.9 5.1 4.8 2.6    6.6 
警察 73.8 0.7 0    10.0 15.5 
企画 70.0 2.8 0.6 0.6 26.1 
土木 69.0    17.4 0.7 1.5 11.5 
農林・水産 47.5    22.4    11.8 5.8 12.5 
環境・生活 42.9    36.1 5.8 2.7 12.4 
健康・福祉 31.0    51.0 1.8 3.7 12.5 

 

商工・労働 30.1    27.1    21.1 2.5 19.2 
（出所）青森県企画課提供資料より作成 
 
そこで、次に都道府県が自分たちの仕事として残すべきと考えている業務のうち、地方

財政のお荷物になっている公立大学と公立病院の問題と解決方法を検証してみることとし

たい。 
 
３．公立大学の改革 
 
(1)財政難でも増え続ける公立大学 

 図表⑦のとおり、わが国の大学数は少子高齢化で学生確保が難しくなることが明らかで

あるにもかからず増え続けている。その増加要因を設置者別にみると私立大学の増加が著

しいが、バブル経済崩壊後の１９９０年から２００１年までに公立大学が３９校から７４
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校にほぼ倍増していることも目立つ。同じ期間に公立大学の設置者である地方自治体の財

政が悪化の一途を辿ったことを考えると、これは異常に映る。地域経済社会の活性化⇒自

立という目標は重要だが、地方自治体からの財源補助に強く依存した仕組みのままで大学

に過剰投資を続けることは、もはや経済的に成り立たないからである。 
 
図表⑦ わが国の大学数の推移 

私立 国立 公立 合計  
大学 短大 大学 短大 大学 短大 大学 短大 

2001 496 489 99 19 74 51 669 559 
2000 478 497 99 20 72 55 649 572 
1990 372 498 96 41 39 54 507 593 
1980 319 432 93 35 34 50 446 517 
1970 274 414 75 22 33 43 382 479 
1960 140 214 72 27 33 39 245 280 
（出所）文部科学省「文部科学統計要覧」より作成 
 
 このため、公立大学協会は「公立大学のあり方検討会」を設置し２０００年３月に「分

権時代の公立大学」という自己評価報告書を発表した。その中で、“国立大学とも私立大学

とも異なる第三の道の可能性追求”、“地域社会に積極的に貢献する大学になる”等を目標

として掲げているが、それは次のような現状認識に基づいている。 
＊ このような目標を掲げることに対しては、いくら潜在的可能性があるにしても、各設置

者自治体には、独自の高等教育政策を展開するだけの蓄積も、それを支えるだけの財政

的余裕もない以上、すべては画に描いた餅にすぎないという悲観的見方もできよう。 
＊ しかし、だからといって、大学設置基準等を通じた画一的規制の緩和、行政改革の文脈

における国立大学の大胆な組織改革、地方財政危機の視点からの公立大学設置形態の見

直しなどを、単に受動的に受け止め、振り回されているだけでは、もともと財政基盤の

弱い公立大学にとっては、際限のない地盤沈下の道しか残されないことになってしまう。 
＊ そうだとすれば、公立大学一般に妥当する独自の存在意義という命題は、結局は、各公

立大学と設置者が、現在進行中の地方分権と大学改革という大きな波を積極的に捉え、

国立大学モデルでも私立大学モデルでもなく、それぞれの地域のまちづくりと同様に、

それぞれの地域個性を反映した自律的選択の結果として、「我が地域の公立大学」を手

作りで創りあげる意欲があるかないかの問題に帰着することになる。 
 
(2)公立大学の収支構造 

 図表⑧のとおり、付属病院を除く公立大学７４校全体の運営に必要な財源は、２００１

年度予算ベースで２，７３２億円である。このうち７１％にあたる１，９３９億円を設置
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者である自治体が一般財源（税金）で補助している。これに国や関連自治体からの補助が

１２億円加わる。さらに、１１ある公立大学付属病院の赤字補填に４７５億円の一般財源

が使われている。従って、公立大学のために投入されている税金は年間約２，４００億円

という計算になる。 
 
図表⑧ 公立大学７４校全体（付属病院を除く）の財源構成 

～２００１年度予算ベース～ 
 金額（億円） 構成比（％） 

財源全体     2,732     100 
独自収入額       781      28.6 

授業料・入学料等の収入       706      25.9 
公債収入        51       1.9 

 

寄付金等収入        24       0.9 
税金投入額     1,951      71.4 

設置者である自治体の一般財源     1,939      71.0 

 

 
国・都道府県市の支出金        12       0.4 

（出所）公立大学協会「平成１３年度：公立大学実態調査表」より作成 
 
図表⑨ 公立大学付属病院の収支状況                 （単位 億円） 
 公立大学付属病院 （参考）国立大学付属病院 
 経費 収入 赤字 経費 収入 赤字 

2000   1,990   1,515 ▲  475   6,926   5,587 ▲ 1,339 
1999   2,135   1,654 ▲  481   6,878   5,426 ▲ 1,452 
1998   2,466   1,465 ▲ 1,001   7,112   5,178 ▲ 1,934 
1997   2,232   1,487 ▲  745   6,477   5,161 ▲ 1,316 
1996   2,052   1,378 ▲  674   6,444   4,869 ▲ 1,575 
1995   1,807   1,286 ▲  521   6,313   4,586 ▲ 1,727 
（注）公立大学付属病院数１１、国立大学付属病院数４２。 
（出所）文部科学省「平成１３年度学校基本調査報告書（高等教育機関編）」より作成 
 
 ここで公立大学の財源と地方交付税制度との関係を簡単に説明しておく必要がある。設

置者自治体が国から受ける交付税算定には公立大学の存在が考慮されているからである。

前述の報告書「分権時代の公立大学」によれば、次のような仕組みになっている。 
＊ 標準的な行政を実施するのに必要な一般財源の額である基準財政需要額は次の算式で

決定される。 
基準財政需要額 ＝ 測定単位の数値 X 単位費用 X 補正係数 
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＊ 交付税を受け取る自治体の大学費を算定するにあたっては、測定単位の数値には人口が

使われている。また、単位費用の数値は法定されている。 
＊ 補正係数は、医科系、歯科系、理科系（理学部、工学部、水産学部、薬学部及び看護学

部）、文科系（保育系を含む）、家政系、芸術系の６系統に分けて学生一人当たりの単価

を定めることにより逆算するという方法が採られている。ちなみに、医科系の学生一人

あたり単価は文科系の約１０倍である。 
＊ 補正係数の正確な値はブラックボックスになっており、自治体には知らされていない。

しかし、「各系統別に経常費から授業料等の大学収入を差引き、残りの２分の１を交付

税の財源でまかなう」という基準が総務省内で採用されている模様である。 
 
このような大学費の交付税の仕組みに対して公立大学協会は、次の要望を出している。 
①２分の１基準の引き上げ 
この基準は本来“２分の１”ではなく少なくとも“１”として算入されるべきものであ

る。そこで、当面２分の１を３分の２にするなど段階的にこれを引き上げ１に近づけるべ

きである。 
②著しく交付税算定基準の低い系統の単価の引き上げ 
各系統について交付税の単価の引き上げが行われていくべきであるが、文科系のように

著しく低い系統については、大幅な引き上げが行われねばならない。文科系といえども、

最近の情報機器の普及によって、設備・備品にかかる経費は増大している。 
③交付税基準を下回る一般財源支出の改善 
設置者自治体の中には、交付税の基準よりも低い額の一般財源しか支出していないとこ

ろがあるが、これは、公立大学の教育・研究の水準を全体として向上させるという観点に

たって、一般財源の支出の水準を引き上げるべきである。できれば交付税の基準を上回る

一般財源をあてることが望ましいが、当面それを下回っているところは、少なくとも交付

税の基準までは支出するようにすべきである。 
 しかし、国と自治体共に財政危機にあることを考慮すればいずれも実現不可能であり、

公立大学は自らの存在意義を示した上で新規財源確保に努める必要があると思われる。 
 
 (3)地域経済圏に対する人材供給機能向上が最重要課題 

 公立大学の存在意義を示すためのキーワードは前述のとおり“地域貢献”である。この

ことは、公立大学協会が２００１年１０月に作成した「２１世紀に公立大学協会が目指す

方向 ～ビジョンと戦略を持ち、共通の課題を研究・開発する～」にも明記されている。 
 公立大学の中には既に①自治体が必要とすること（防災・環境保全等）、②地域医療・看

護、③生涯学習の支援、④自治体の政策形成への助言や参加、⑤地域産業への貢献といっ

た活動に取り組んでいるところがある。筆者は、この中で“生涯学習の支援”と“地域産

業への貢献”がとりわけ重要であり、公立大学が“地域経済圏における現役勤労者のスキ
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ルアップと新規雇用創出のインフラになる”ことを目指すべきと考えている。 
その事業モデルとして注目されるのがケンタッキー州のＷｅｂ基盤教育ネットワークで

ある。ケンタッキー州は、「１９９７年ケンタッキー高等教育改善法」を制定し州内教育機

関のＷｅｂ化に着手、３年間で州内の高校、大学、図書館のＷｅｂ基盤教育ネットワーク

を構築した。同州政府は、このネットワーク構築の目的の１つとして「子供のみならず大

人の生涯教育体制拡充」を掲げている。そしてＷｅｂ基盤教育ネットワークの情報発信能

力を活用して海外人材の誘致にも取り組んでいる。 
 財政危機の中で公立大学に税金を投入することに関して納税者に対する説明責任を果た

すためには、わが国の公立大学も“その地域経済圏が直接グローバル競争を挑むためのイ

ンフラ”になるだけの努力をしなければならない。しかし、ごく一部の例外を除いて公立

大学の中に単独でこれを成し遂げられる所はない。従って、公立大学間で教育コンテンツ

を共有するなど連携する必要があると思われる。 
 
４．公立病院の改革 
 
(1) 財政危機の直撃うける公立病院 

 厚生労働省の「医療施設（動態）調査・病院報告」によれば、わが国の病院数は２００

０年１０月現在９，２６６施設である。このうち地方自治体が運営している病院は、通常

“自治体病院”と呼ばれる１，００２と公立大学付属病院１１の合計１，０１３施設（２

００２年現在）ある。これらはいずれも各地域医療圏で中心的な役割を果たしてきた。 
 一方、自治体病院の収支状況を見ると、図表⑩のとおり、１，００２の自治体病院全体

で年間７０８億円の赤字を出しており、累積赤字も２０００年度末で１兆３，２０１億円

に達している。中でも大阪府・兵庫県内の自治体病院の経営が劣悪である。 
 
図表⑩ １００２自治体病院の収支状況 ～２０００年度、単位億円～ 

大阪 兵庫  全国計 
府立 市町村立 県立 市町村立 

大阪と 
兵庫の計 

医療費   42,684     626   1,956     842   1,801    5,225 
他会計繰入金    5,603     134     295     138     176      743 
経常損益 ▲   708 ▲   47 ▲  110 ▲   22 ▲   38 ▲   217 
累積赤字 ▲13,201 ▲  638 ▲  816 ▲  496 ▲  880 ▲ 2,830 

（注）他会計繰入金＝税金による運転資金補助。 
   これ以外に資本的支出補助が２０００年度に１，４９４億円行われた。 
（出所）地方財務協会「地方公営企業年鑑（病院編）」より作成。 
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 このように地方自治体が運営する自治体病院、公立大学付属病院が共に構造赤字に陥っ

ている最大の原因は、経営責任マインドの欠落にある。例えば、「自治体病院はへき地医療

や不採算医療を担っている」ということがよく主張される。しかし、へき地医療や不採算

医療のためのコストについては、補助金、出資金、負担金などの形で自治体や国から補助

を受けている。すなわち、２０００年度の赤字７０８億円は、経常収益に対する補助５６

０３億円を受け取った後の数字なのである。これに資本的支出に対する補助１，４９４   

億円、公立大学付属病院の赤字４７５億円を合わせると、公立病院全体に対する税金投入

額は、年間８千億円を超える。 
 筆者は、このような公立病院の放漫経営が長年にわたり看過されてきた原因の一つとし

て、わが国の場合、「その地域医療圏で医療サービスをどのように消費し、そのための投資

をどれだけ行うかについて総合的に検討し、その意思決定の結果に対して地域社会全体で

責任を持つという仕組み」を欠いていたということがあると考えている。従って、各公立

病院は、それぞれが属する地域医療圏で他の医療機関と連携ネットワークを構築し、医療

の質向上とコスト抑制を同時に追求することが急務である。 
 これは従来から指摘されてきたことであり、これまでは遅々として進まなかった。しか

し、冒頭で述べたとおり、総務省が「地方独立行政法人制度の導入に関する研究会報告書

（２００２年８月）」の中で、公立病院が地方独立行政法人化のターゲットであることを明

確に示した。これは、その使命を果たさず放漫経営を続けている公立病院ほど税金による

補助を受けることが難しくなることを意味する。 
一方、多くの公立病院が建替え財源確保の課題を抱えている。しかも、医療技術の進歩

が加速していることもあり、全ての診療科で最高レベルを維持する大病院建設は不可能と

なっている。このため、地域医療圏内で設置者の異なる病院間で役割分担を明確にするニ

ーズが急上昇している。従って、地方自治体の財政危機が公立病院関係者に対する大きな

プレッシャーとなって、念願の連携ネットワーク構築が本格的に進むのではないかと予想

している。そして、独立行政法人化後の公立病院を核とした連携ネットワークを構築して

おけば、仮に設置者自治体が破綻消滅しても地域住民への医療サービス提供継続が可能と

考えている。 
 
(2)公立病院ネットワークのタイプと有力候補 

 全国の各地域医療圏の個別事情を考慮した場合、公立病院を核とした連携ネットワーク

には次の４つのタイプがあると考えている。 
［タイプⅠ型］公立病院だけでネットワーク構築が可能 
 公立病院は、都道府県立よりも市町村立の方が多い。しかし、岩手県だけは県立病院が

２７（＋付属診療所６）もあり、県立病院だけで巨大なネットワークを構築することが可

能である。ちなみに、岩手県の年間医療費３，６５０億円のうち県立病院だけで３０％の

１１００億円を占める。これは、県立病院と病診連携している医療機関も含めた場合のシ
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ェアが５０％を超えることを意味する。この県立病院を核としたネットワークに共通の電

子カルテシステムを導入し患者情報、経営資源の共有を行えば、アメリカで急成長してい

る医療事業体ＩＨＮ（Integrated Healthcare Network 詳細は拙著「人口半減：日本経済
の活路」＜東洋経済新報社＞参照）と同様の仕組みを創造することが可能である。 
［タイプⅡ型］農協系厚生連病院ネットワークとの対等な関係 
 わが国には公立病院以外に「その他公的病院」に分類される病院として、農協系厚生連

病院、済生会病院、赤十字病院などが全国に存在する。長野県には佐久総合病院をはじめ

１１の厚生連病院があり、低いコストで質の高い医療を提供している。従って、この厚生

連病院ネットワークに公立病院が加われば、強力な医療事業体が誕生する。 
［タイプⅢ型］大学付属病院、企業グループとの対等な関係 
 茨城県の場合、公立病院が提供する医療サービス総額は年間３２９億円（２０００年度）

と大きくない。しかし、県内には先端医療を担う筑波大学付属病院と医療分野に注力して

いる日立グループを有している。従って、公立病院、筑波大学付属病院、日立グループが

連携して医療事業体を創り参加を希望する他医療機関も受け入れるオープンな仕組みを構

築すれば、医療産業集積に進化すると期待できる。 
［タイプⅣ型］複数の大学付属病院が形成するネットワークに公立病院が参加 
 ２００２年９月１０日に福岡市が「ふくおか健康未来都市構想検討委員会」を発足させ

た。これは約４千億円をかけた造成地“アイランドシティ”の活用策を考えるプロジェク

トだが、メインテーマは福岡市を中心とした地域医療圏に医療産業集積を創造することで

ある。委員会メンバーには九州大学、福岡大学、久留米大学の各医学部長、福岡市医師会

長が入っており、筆者もメンバーの一人である。拙著「人口半減：日本経済の活路」で解

説したとおり、福岡は医療産業集積の最有力候補なのである。 
 
このように公立病院を核にした連携ネットワークには異なるタイプが想定されるが、ス

タート時点で取り組むべきことは共通しており、次の５つである。 
① 電子カルテシステムのＡＳＰ（Application Service Provider）事業を通じたデータベー
ス構築。取り組むべきデータベースには臨床データベース、コスト分析データベース、

地域医療費データベースの３つがある。これらのデータベースを構築できた地域に政府

や企業の研究資金が集中する。 
② 臨床治験サービスネットワークの構築 
③ 共同購買会社設立による医療物流コスト削減と医療機関に対するコンサルタント事業 
④ ｅ－ＩＣＵ（遠隔集中治療システム）の開発。これは、一人のＩＣＵ専門医で約５０人

の患者をリアルタイムで監視できる仕組みであり、医療の質向上とコスト削減に大きな

効果があることが立証された。そのため、２００２年３月時点でバージニア州の医療事

業体センタラにしか配備されていなかったが、６月にブッシュ大統領が医療改革の目玉

の１つとして委員会を設置したことから、現在アメリカ国内で急速に普及しつつある。 
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⑤ スポーツ医学施設を始めとする各種リハビリ施設事業。 
上記はいずれも筆者がコーディネーターとして参加した２００２年３月のアメリカ医療

ネットワーク（ＩＨＮ）調査団で確信を得たことである。重要なことは、「わが国にはアメ

リカのＩＨＮや医療産業集積と類似の社会システムを創造するための部品は全て揃ってい

る。足りないのは地域社会のコンセンサスのみ。」という事実である。 
 
５．非公務員型独立行政法人化に向けての課題 
 
(1)非公務員化にインセンティブがない 

 政府は、独立行政法人化した国の機関の最終段階は全職員の非公務員化であることを明

らかにしている。従って、公立大学や公立病院も非公務員型独立行政法人を目指すことに

なると思われる。その手順として、「第１段階：公務員型独立行政法人とすることにより事

業体の自己責任の範囲と税金投入のルールを明確にする」⇒「第２段階：民間に委託した

方が効率が高まる業務を徹底的にアウトソーシングする」⇒「第３段階：職員全員を非公

務員化する」といったことが想定される。 
しかし、現在公務員である人々の立場から言えば、公務員から民間勤労者になるインセ

ンティブがない。雇用不安の時代の中で公務員だけは雇用継続が保障されていることに加

え、給与と退職金といった金銭面の処遇が民間勤労者より公務員の方が良いからである。 
 公務員の給与体系に関しては、まず国家公務員の給与体系が職種別に詳細に定められて

いる。その水準は、民間勤労者の平均的給与を目安に決めることになっている。一方、地

方公務員の給与体系は国家公務員に準拠することを条件に、地方自治体側に一定の裁量権

が与えられている。その結果、１９７４年にはラスパイレス指数（国家公務員の給与を１

００とした場合の地方公務員の給与水準を表わす指数）が地方自治体平均で１１０．６と

いう異常事態も生じたが、２００１年にはラスパイレス指数は１００．５まで下がり、地

方公務員給与と国家公務員給与がほぼイコールの状況にある。 
 しかし、景気低迷と雇用不安の中で民間給与が大幅に低下した結果、今や公務員給与が

民間勤労者の平均的給与を上回るに至った。また、公務員の職種間の給与差は民間勤労者

のように市場の需給が反映されない。そのため、職種によっては公務員と民間勤労者の間

の給与格差が一層顕著に現れている。 
図表⑪は、病院の設置者別の常勤職員１人平均給与月額比較である。私的医療法人と個

人病院の医師給与が自治体病院や国立病院などの公務員医師より高いのは、病院オーナー

であるから当然である。問題なのは、医師以外の看護婦、薬剤師、事務職員の職にある公

務員の給与が同じ職種の民間職員に比べて数十％も高いことである。とりわけ、事務職員

給与を見ると、私的医療法人２８万円、個人病院３２万円に対し都道府県・指定都市立４

５万円、国立病院４６万円と５０％前後の格差がある。これは、公務員給与が収益への貢

献度に関係なく年功で決まること、アウトソーシングすべき配膳担当者等に５０歳代のケ
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ースで約８００万円もの年収を支払っていることが原因である。 
 
図表⑪ 病院の設置者別の常勤職員１人平均給与月額比較       （単位 万円）         

病院設置者 医師 看護婦 薬剤師 事務職員 
都道府県・指定都市 98    42     47     45 自治体 
市町村 103    38     42     40 

国立病院 88    37     47     46 
大学病院 47    37     40     44 
その他公的 96    34     40     36 
公益法人・社会福祉法人 92    34     36     31 
医療法人 110    31     32     28 

 
私的 

個人 127    35     35     32 
（注）その他公的＝厚生連、済生会、赤十字、社会保険関係団体 
（出所）病院経営実態調査報告＜平成 13年 6月現在調査＞より作成 
 
図表⑫ 退職金の官民比較 

民間勤労者 
大学卒（管理・事務・技術職）のケース 

国家公務員 
（地方公務員は国家公務員に準拠） 

勤続年数  退職金支給月数 （金額：万円） 
20～24    20.6 ヶ月分        1,088 
25～29       32.3 ヶ月分        1,762 
30～34       42.5 ヶ月分        2,743 
35年以上     49.3 ヶ月分        3,203 
 
 全体平均      45.3 ヶ月分        2,871 

 勤続年数  退職金支給月数 
  20年   34.65 ヶ月分 
  25年   44.55 ヶ月分 
  30年   54.45 ヶ月分 
  35年   62.7  ヶ月分 
  40年   62.7  ヶ月分 

（注）国家公務員の退職金は「国家公務員退職手当法」の３条、４条、５条に基づく。 
（出所）民間企業は「平成 13年度労働統計要覧」。国家公務員は「公務員給与便覧 2000」。 
 
 図表⑫は、退職金の官民比較である。定年退職扱いとなる勤続年数３５年以上のケース

で見ると、民間勤労者の退職金が４９．３ヶ月分であるのに対し公務員は６２．７ヶ月分

である。つまり、公務員の退職金は民間勤労者対比で平均１．２７倍（注）なのである。 
 しかも「地方公務員給与のチェクポイント」（出版社：ぎょうせい）によれば、次のよう

な理由から、地方公務員退職金は国家公務員退職金より高くなっている。 
＊ 退職手当算出の基礎となる給料月額が高い。 
＊ 退職時の特別昇給が多い。⇒退職時の給料月額上乗せが目的の不正。 
＊ 役職者に一定額を加算して支給する役職加算、根拠のない附加給付的な勤続加算、勧奨
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加算等の加算制度を設けている。 
＊ 最高限度額が設けられていなかったり、設けられていても一般の団体の例よりも引き上

げられている。 
（注）最近総務省が「国家公務員退職金は民間より５．６％高い」という調査結果を発表した。

図表⑫より乖離幅が小さい理由は、従業員１００名以上と退職金条件の良い企業をサンプルにし

た結果、民間退職金の水準が民間勤労者全体の平均より高く算出されているためと思われる。 
 
(2)公務員の老後生活資金の積立不足は１４３兆円 

 地方財政白書によれば、地方公務員退職者に対する退職金支払額は年間２兆１千億円（２

０００年度実績）である。これに国家公務員の退職金８千億円を合わせると国民が負担し

ている公務員退職金は年間２兆９千億円である。問題は、高度成長期に大量採用した公務

員の退職がこれから始まる中で、公務員退職金の財源がほとんど積み立てられていないこ

とである。国民が今後２０年間で税金を通じて負担しなければならない公務員退職金の現

在価値をラフに計算すると、地方公務員分３５兆円、国家公務員分１４兆円の合計４９兆

円と巨額にのぼる。 
 新聞報道によれば、片山総務相が９月６日の衆院総務委員会で、国家公務員の退職手当

を２００３年度から約１０％引き下げることを表明した。これが実施されれば、国家公務

員に準拠している地方公務員の退職金も１０％引き下げられることになる。しかし、前述

のとおり、公務員の退職金は民間勤労者対比で平均１．２７倍である。国と地方自治体の

厳しい財政状況並びに公務員の給与・退職金は民間勤労者の平均的水準に合わせるという

基本原則を勘案すれば、引き下げ幅は１０％ではなく２０％（何故なら 1.27Ｘ0.8≒1）に
すべきである。 
 もちろん政府が決定した引き下げ幅を１０％ではなく２０％に拡大することには、公務

員側からの強い反発が予想される。しかし、公務員も一枚岩ではない。財政危機の中、退

職が近い高齢公務員が現行の高額退職金をもらい続けるほど若い公務員の退職金財源の枯

渇リスクが高まるからである。この点については、所沢市財政課勤務の肥沼位昌氏が開設

しているホームページ（http://homepage1.nifty.com/hisui/index.htm）に、次のような興
味深い指摘が掲載されていた。 
「・・・こうした状況について、先日、瀬戸内海に面するある市の財政課長さんと話をす

る機会があったところ、これは自治体職員の世代間問題であるということで意見が一致し

た。つまり、退職直前の管理職は職員定数の問題や退職金問題について、いい加減な対応

をしていても、財政破綻前であれば、自分の分の退職金はしっかりと確保して退職できる。

しかし、団塊の世代、もしくはそれ以降の世代は、こうした管理職の甘い取組みの影響で、

満足な退職金を得られず、暗い老後を送らざるをえなくなる可能性がある。・・・」 
 ちなみに２０％引き下げは、公務員退職金の最高支給月数を６２．７ヶ月から民間勤労

者並みの５０ヶ月にすることを意味する。現行制度で５０ヶ月の退職金をもらうことにな
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るのは、２２歳で公務員になった者が５０歳で退職した場合である。そこで、２０％引き

下げのためには、５０歳以上については貢献度に応じた年俸制とし、頑張り続ける人材に

は“＋α”で報いるといったインセンティブの導入が必要と思われる。 
 一方、公務員の退職後生活資金に対する国民負担という観点からは、地方公務員共済年

金の積立不足が６８．７兆円（総務省推計）、国家公務員共済年金の積立不足が２５．２兆

円（財務省推計）あることを忘れてはならない。すなわち、退職金と年金を合わせた公務

員の老後生活資金の積立不足で今後国民が負担しなければならない金額は、地方公務員に

対するものが１０４兆円、国家公務員に対するものが３９兆円、合計１４３兆円なのであ

る。 
 さらに、行財政改革を成果として非公務員化（⇒共済年金の保険料負担者の減少）が進

めば、地方公務員共済年金と国家公務員年金の収支がさらに悪化し国民負担も増大する。

これを解決し、公務員と民間勤労者の間に処遇格差を生じさせないためには、両公務員共

済年金と厚生年金を統合することが急務であると思われる。 
 
６．おわりに 
 
 冒頭に述べたとおり、１９９０年代以降のＩＴ普及により多くの産業で生産者が最終ユ

ーザーに直結する“卸機能の中抜き現象（ディスインターミディエーション）”が起きてい

る。このメカニズムの枠組みは行政サービスにも当てはまることは、政令指定都市が都道

府県の存在を必要としていないことからもわかる。つまり、現在進められている市町村合

併により行政サービスの現場を担う市町村の規模が一定レベルに達すれば、地域住民から

みて行政サービス提供に都道府県が介在する意味が薄れると思われる。このような行財政

改革の潮流を加速させるためには、本稿で提言した「公立大学、公立病院など地方自治体

が運営している事業体は非公務員型独立行政法人に改編する」、「公務員の退職金を２０％

引き下げ民間勤労者の水準に合わせると同時に、公務員全員を５０歳時点で年俸制に移行

する」、「地方公務員共済年金、国家公務員共済年金と厚生年金を統合する」という政策も

セットで行う必要があるのである。 




